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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報又は物を保有するネットワーク装置との通信を行うネットワークシステムであって
、
　前記情報、物の名称、又は、物の特徴を表す情報に演算を施し、演算結果を変換して、
ネットワークアドレスである情報ネットワークアドレスを生成する情報ネットワークアド
レス手段と、
　前記ネットワークアドレスの再割り当てされた一部、割り当てられた、予約された領域
、定義して割り当てられた領域、及び割り当てられたプライベートアドレスのうちの少な
くとも一つの割り当て領域が使用されているか否かにより、パケットに格納されたネット
ワークアドレスが前記情報ネットワークアドレスか否か判定し、前記情報ネットワークア
ドレスを有するパケットを検出すると、情報ネットワークアドレス用の経路表に従って、
前記パケットを転送し、前記情報ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを有
するパケットを検出すると、前記情報ネットワークアドレス以外のネットワークアドレス
用の経路表に従って、前記パケットを転送する、中継手段と、
　を含むことを特徴とする情報検索機能をもつネットワークシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記情報ネットワークアドレス手段は、エラー検出・訂正符号を演算する、ことを特徴
とする情報検索機能をもつネットワークシステム。
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【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記情報ネットワークアドレス手段は、セキュアハッシュ関数を演算する、ことを特徴
とする情報検索機能をもつネットワークシステム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記情報ネットワークアドレス手段は、前記情報、物の名称、又は、物の特徴を表す情
報と前記情報ネットワークアドレスとの対応関係を蓄積するデータベースを具備し、この
データベースを検索することによって前記情報ネットワークアドレスを生成する、ことを
特徴とする情報検索機能をもつネットワークシステム。
【請求項５】
　請求項４に記載のシステムであって、
　前記情報ネットワークアドレス手段は、前記データベースであるドメインネームシステ
ムのサーバに前記情報、物の名称、又は、物の特徴を表す情報を示すレコードタイプを追
加しておき、このサーバに問い合わせることによって前記情報、物の名称、又は、物の特
徴を表す情報に対応する情報ネットワークアドレスを得る、ことを特徴とする情報検索機
能をもつネットワークシステム。
【請求項６】
　請求項４に記載のシステムであって、
　前記情報ネットワークアドレス手段は、前記データベースである複数のウェブサーチエ
ンジン検索システムに問い合わせ、その結果得られるユニフォームリソースロケータ情報
に基づいて前記情報ネットワークアドレスを生成する、ことを特徴とする情報検索機能を
もつネットワークシステム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記情報ネットワークアドレス手段は、前記情報、物の名称、又は、物の特徴を表す情
報を入力することによって得られる結果について、その結果が前記情報ネットワークアド
レスとして既存のネットワークアドレスの一部または全部に割り付けられるように、その
結果の長さや表現を調整する調整手段を含む、ことを特徴とする情報検索機能をもつネッ
トワークシステム。
【請求項８】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記中継手段は、過去に中継した情報ネットワークアドレスから発信されたパケットに
設定されている情報によって前記情報ネットワークアドレス用の経路表を管理する、こと
を特徴とする情報検索機能をもつネットワークシステム。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記中継手段は、前記情報ネットワークアドレスとして既存のネットワークアドレスを
用い、このネットワークアドレスに対する既存の通信機構を用いることにより、前記情報
ネットワークアドレスによる通信を行う、ことを特徴とする情報検索機能をもつネットワ
ークシステム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記中継手段は、前記情報ネットワークアドレスを既存のエニーキャストアドレスに割
り当てる、ことを特徴とする情報検索機能をもつネットワークシステム。
【請求項１１】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記中継手段は、前記情報ネットワークアドレスを既存のマルチキャストアドレスに割
り当てる、ことを特徴とする情報検索機能をもつネットワークシステム。
【請求項１２】
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　請求項１に記載のシステムであって、
　前記中継手段は、前記情報ネットワークアドレスを既存のブロードキャストアドレスに
割り当てる、ことを特徴とする情報検索機能をもつネットワークシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インターネットのWorld Wide Web（ＷＷＷ）サービスに代表される、ネットワ
ークを用いて様々な情報を獲得するサービスにおいて、情報がどこにあるかを検索する技
術と情報を獲得する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の通信技術は、主体（人、通信装置、計算機）を指定して通信を行う手段を提供する
ものである。このため、利用者は、自分の必要とする情報を獲得するときは、図１１に示
されるように、ネットワーク上で、
●自分のほしい情報がネットワーク上のどこにあるかを調べ（検索）
●情報をもつ計算機からネットワーク内の中継装置を介して情報を獲得する（転送）
という作業を行っていた。
【０００３】
このような方法では検索結果の質（獲得する情報の質、ネットワーク上の近さなど）が利
用者の能力に大きく依存する。このため、例えばネットワーク的に近い場所（従って転送
が容易だったり高速だったりする場所）に必要とする情報があるにもかかわらず、知らず
に遠い場所の情報を苦労して転送するような非効率がおこりうる。このような非効率は、
利用者自身の不利益となるのみならず、ネットワークや計算機の負荷を不必要に重くする
など、システム全体の不利益となる。
【０００４】
このような問題を解決するための従来技術として、検索については検索サービス（サーチ
エンジン、例えば「インターネットサービスであるＹＡＨＯＯ」）、転送については代理
サービス（プロキシサービス）が用いられている。
【０００５】
検索サービスとは、データベースシステムであり、利用者の与えるキーワードに関連のあ
る情報をもつ計算機のネットワーク上でのアドレスを検索し、その結果を応答するサービ
スである。利用者は、一般に複数ある検索結果に基づき、必要な情報をもつ計算機を決定
し、その計算機に対して情報の転送を依頼する。
【０００６】
代理サービスとは、キャッシュサービスともいわれ、利用者が過去に転送した情報をある
期間保存（キャッシュ）しておき、２度目以降に同じ情報の転送要求があった場合に、宛
先の計算機に要求を発行することなく保存していた情報を転送するサービスである。利用
者がネットワーク的に近い代理サービスを利用すれば、ネットワーク的に遠い計算機から
同じ情報を転送する非効率を避けることができる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述の従来技術では、検索と転送が独立に行われているため、避けることのでき
ない非効率が存在する。
【０００８】
例えば、検索サービスが保有しているデータベースは比較的頻繁に更新されているが、そ
れでも検索結果で得たネットワークアドレスをもつ計算機には情報がなかったり、或いは
、ネットワークアドレスをもつ計算機そのものが停止していたり撤去されたりで通信でき
ない場合がある。一般にネットワークシステムにおける計算機の構成や位置は変更される
ものであり、このような変更が実用的な速さで検索サービスに反映されなければ、利用者
は情報が得られない、情報の転送に不必要なコストを費やす、ネットワークは無駄なトラ
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フィックを転送する、などの非効率が生じる。
【０００９】
次に、情報の更新に関して問題がない場合でも非効率な局面はありうる。
【００１０】
例えば、情報X について検索が行われることにより、X １、X ２の結果が得られたとする
。X １がネットワーク的に遠い計算機で、X ２がX １よりも近い計算機であるとき、利用
者はX ２を選択するであろう。ところが最寄りの代理サーバにX １の情報が保存されてい
る可能性があり、この場合はX １を選択したほうが効率的に情報を転送できる。
【００１１】
このように、情報の複製がネットワーク内のどこに存在するかということを含めて集中的
な検索サービスを管理することは、非常に困難である。
【００１２】
以上をまとめると、従来技術では、検索機構と転送機構が独立であるために、検索結果と
実際の状況に相違が生じることで非効率が生じるという問題点を有している。
【００１３】
本発明の課題は、検索機構（の一部又は全部）を組み込んだ情報転送機構を実現すること
にある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、情報又は物を保有するネットワーク装置との通信を行うネットワークシステム
を前提とする。
【００１５】
　情報ネットワークアドレス手段（利用者機構１０２）は、情報、物の名称、又は、物の
特徴を表す情報にネットワークアドレスである情報ネットワークアドレスを付与する。こ
の情報ネットワークアドレスは、情報、物の名称、又は、物の特徴を表す情報に演算を施
し、演算結果を変換し、その変換結果を用いて生成する。
【００１６】
　中継手段は、ネットワークアドレスの再割り当てされた一部、割り当てられた、予約さ
れた領域、定義して割り当てられた領域、及び割り当てられたプライベートアドレスのう
ちの少なくとも一つの割り当て領域が使用されているか否かにより、パケットに格納され
たネットワークアドレスが前記情報ネットワークアドレスか否か判定し、情報ネットワー
クアドレスを有するパケットを検出すると、情報ネットワークアドレス用の経路表に従っ
て、パケットを転送し、情報ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを有する
パケットを検出すると、情報ネットワークアドレス以外のネットワークアドレス用の経路
表に従って、パケットを転送する。
【００１７】
　上述の発明の構成において、情報ネットワークアドレス手段は、例えば、CRC などのエ
ラー検出・訂正符号を演算する。或いは例えば、MD5 などのセキュアハッシュ関数を演算
する。或いは、例えば、情報又は物と情報ネットワークアドレスとの対応関係を蓄積する
データベースを具備し、このデータベースを検索することによって情報ネットワークアド
レスを生成する。更にこのデータベースは例えば、情報、物の名称、又は、物の特徴を表
す情報を示すレコードタイプが追加されたドメインネームシステムのサーバであり、情報
ネットワークアドレス手段は、このサーバに問い合わせることによって情報、物の名称、
又は、物の特徴を表す情報に対応する情報ネットワークアドレスを得る。或いはこのデー
タベースは例えば複数のウェブサーチエンジン検索システムであり、情報ネットワークア
ドレス手段は、この検索システムに問い合わせ、その結果得られるユニフォームリソース
ロケータ情報に基づいて情報ネットワークアドレスを生成する。
【００１８】
　また、前述の情報ネットワークアドレス手段は、情報、物の名称、又は、物の特徴を表
す情報を入力することによって得られる結果について、その結果が情報ネットワークアド
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レスとして既存のネットワークアドレスの一部または全部に割り付けられるように、その
結果の長さや表現を調整手段（調整機構３０２）により調整する。
【００２０】
　また、前述の中継手段は、情報ネットワークアドレスとして既存のネットワークアドレ
スを用い、このネットワークアドレスに対する既存の通信機構を用いることにより、情報
ネットワークアドレスによる通信を行うように構成することができる。
【００２１】
　更に、前述の中継手段は、情報ネットワークアドレスを既存のエニーキャストアドレス
、マルチキャストアドレス、又はブロードキャストアドレスに割り当てるように構成する
ことができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００２３】
本来ネットワークアドレスは、ネットワーク内の通信（例えばパケットの配送）を行うた
めの情報であり、ある通信装置と別の通信装置の間で情報を伝達するネットワーク内の中
継機構がパケットの転送先を決定するために用いられる。
【００２４】
従って、ネットワークアドレスは、ネットワークにおける通信装置の位置や識別名を示す
。例えばイーサネット（Ethernet）で用いられるMAC （Media Access Control）アドレス
は、イーサネットにおけるネットワークインタフェースを一意に識別する識別名である。
また、インターネットで用いられるIP（Internet Protocol ）アドレスはインターネット
に接続されたホストを一意に識別する識別名である。インターネットは、この一意な識別
名を頼りにIPパケットを転送する機構を提供しており、この機構によりホスト間の通信が
行われる。ここで、「ホスト」とはネットワークに接続され、通信の端点（end point ）
となる装置を意味する。一般には計算機である。これに対して、ルータ機構、中継機構は
、それ自体が通信の端点となるものではなく、ホスト間の通信パケットを中継することを
基本的な役割とする装置である。また、「ネットワーク装置」とは、「ホスト」及びルー
タ機構、中継機構を含む通信装置を意味する。
【００２５】
中継（転送）機構に検索機構（の一部又は全部）を組み込むために、本発明では、新しい
型のネットワークアドレスとして、情報ネットワークアドレスを導入する。
【００２６】
情報ネットワークアドレスは、情報や物そのものの識別名であって、従来のネットワーク
アドレスとは異なる。
【００２７】
●まず、ある情報ネットワークアドレスは、特定の情報や物の識別名であって、ホストを
一意に特定するものではない。
【００２８】
●次に、情報ネットワークアドレスは、その情報や物を保有するホストを特定するもので
ある。当然１つのホストが複数の情報を保持していればそのホストは複数の情報ネットワ
ークアドレスを有する。複数のホストが同一の情報を保持していれば、それら複数のホス
トは同じ情報ネットワークアドレスをもつ。
【００２９】
このような情報ネットワークアドレスを仮定すると、「検索機構（の一部または全部）を
組み込んだ転送機構の実現」が可能となる。
【００３０】
先に、従来技術では、検索と転送が独立に行われているため避けることのできない非効率
が存在することを述べたが、この問題が情報ネットワークアドレスの導入によって改善で
きることを以下に示す。
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【００３１】
まず、情報とネットワークアドレスの対応を調べるという意味での検索サービスは不要に
なる。従って利用者が検索サービスによってネットワークアドレスを得るという作業はな
くなる。情報ネットワークアドレスは情報の存在するホストを指定するので、利用者が情
報ネットワークアドレスを用いて接続したホストに情報がないという場合はない。情報ネ
ットワークアドレスによって通信できない場合、それはその情報がネットワーク内に存在
しないことを意味する。ホストの構成や位置が変更された場合も、その変更情報はネット
ワークの経路情報としてルーティング機構に伝えることができるので、利用者はネットワ
ーク的に最も適切な（距離的に近い又は接続コストの低い）ホストに接続可能である。ま
た、情報を転送している最中に接続先ホストがダウンしたり、ネットワークが故障した場
合でも、別の接続可能で同じ情報をもつホストに接続先を切り替えて転送を続行できる。
ネットワークが転送するパケットの情報ネットワークアドレスを監視することで情報の流
れを把握し、常に最新の情報のありか（情報ネットワークアドレスをもつパケットの転送
先）を認識できるので、利用者は全く意識することなく最適なホストから情報を転送でき
ることになる。
【００３２】
以上の機能を実現するための本発明の実施の形態のシステム構成を、図１～図４に示す。
【００３３】
まず、図１は、本発明の実施の形態のシステムの全体構成図である。
【００３４】
ネットワーク１０１は、利用者機構１０２、情報を保持するホスト１０４、及び中継機構
１０３等を包含する。
【００３５】
利用者機構１０２は、通信対象として入力された「情報」を表す文字列、画像、音その他
の任意の長さで数値化されたデータを、それに一意に対応する情報ネットワークアドレス
へ変換し、その情報ネットワークアドレスが格納されたパケットを、ネットワーク１０１
に送出する。
【００３６】
利用者機構１０２から上記パケットを受信したネットワーク１０１内の中継機構１０３は
、そのパケットに格納されている情報ネットワークアドレスに対応する情報を保有するホ
スト１０４への経路を決定し、そのパケットを中継する。
【００３７】
上記中継機構１０３から上記パケットを受信したホスト１０４は、そのパケットに格納さ
れている情報ネットワークアドレスに対応する情報を、上記利用者機構１０２に対応する
ネットワークアドレスを宛先アドレスとして有する返信パケットに格納してネットワーク
１０１に送出する。
【００３８】
ホスト１０４から上記返信パケットを受信した中継機構１０３は、その返信パケットに格
納されているネットワークアドレスに対応する利用者機構１０２への経路を決定し、その
返信パケットを中継する。
【００３９】
上記中継機構１０３から上記返信パケットを受信した利用者機構１０２は、その返信パケ
ットに格納されている情報を受信する。
【００４０】
図２は、図１の利用者機構１０２の構成図である。
【００４１】
情報ネットワークアドレス機構２０１は、通信対象として入力された「情報」を表す文字
列、画像、音その他の任意の長さで数値化されたデータを、それに一意に対応する情報ネ
ットワークアドレスへ変換する。
【００４２】
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通信機構２０２は、上記情報ネットワークアドレス及びその他の通信情報が格納されたパ
ケットを生成してネットワーク１０１に送出し、或いは、ネットワーク１０１からパケッ
トを受信してそのパケットから情報を抽出する。
【００４３】
図３は、図２の情報ネットワークアドレス機構２０１の構成図である。
【００４４】
演算機構３０１は、通信対象として入力された「情報」を表す文字列、画像、音その他の
任意の長さで数値化されたデータから、情報ネットワークアドレスを決定することのでき
る一意な値を演算する。
【００４５】
調整機構３０２は、演算機構３０１が出力する演算結果について、それを既存のネットワ
ークアドレスの一部または全部に割り付け可能なように、その演算結果の長さや表現を調
整する。
【００４６】
情報ネットワークアドレス生成機構３０３は、調整機構３０２によって調整された演算結
果に基づいて、情報ネットワークアドレスを生成し図２の通信機構２０２に出力する。
【００４７】
図４は、図１の中継機構（ルーティング機構）１０３の構成図である。
【００４８】
通信機構４０１は、図１のネットワーク１０１からパケットを受信する。
【００４９】
情報アドレス検出機構４０２は、受信したパケットからネットワークアドレスと情報ネッ
トワークアドレスを検出する。
【００５０】
転送指示機構４０５は、情報アドレス検出機構４０２が検出したネットワークアドレスに
基づいてネットワークアドレスによる経路表４０３を参照し、また、情報アドレス検出機
構４０２が検出した情報ネットワークアドレスに基づいて情報ネットワークアドレスによ
る経路表４０４を参照することにより、通信機構４０１が受信したパケットを適切な経路
に対応する通信機構４０６に転送する。
【００５１】
通信機構４０６は、通信機構４０１から転送されてきたパケットを、再び図１のネットワ
ーク１０１に送出する。
【００５２】
以上の構成を有する本発明の実施の形態の詳細について以下に説明する。
【００５３】
まず、情報ネットワークアドレスの形態の詳細について説明する。
【００５４】
始めに、「ネットワークアドレス」とは、ネットワーク層（OSI Layer 3 ）において用い
られるアドレスを意味する。そのようなアドレスとしては、インターネットプロトコルに
おけるIPアドレスが代表例である。また、必ずしも技術用語として一般的ではないが、UR
L （ユニフォームリソースロケータ、RFC1738 参照）に対する日本語として、「情報アド
レス」という言葉を用いる場合がある。本発明では、ネットワーク層のアドレス（ネット
ワークアドレス）として「情報を示すアドレス」を提案しているので、「情報アドレス」
との違いを明確化するために「情報ネットワークアドレス」という名称を用いる。
【００５５】
情報ネットワークアドレスは、既存のネットワークアドレスの一部に情報ネットワークア
ドレスとして使う部分を割り当てることで実現できる。IPv4（インターネットプロトコル
バージョン４、RFC0791 参照）では、アドレスは３２ビットである。このうち例えば２４
ビットを情報ネットワークアドレスに割り当てると、２24（約１６００万）種類の情報の
情報ネットワークアドレスとして利用できる。IPv6（インターネットプロトコルバージョ
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ン６、RFC2460 参照）では、アドレスは１２８ビットであり、その半分を情報ネットワー
クアドレスに使用したとしても、２64（４０億の４０億倍）という実用上無限の情報ネッ
トワークアドレスを提供できる。もちろんネットワークアドレスとは独立のアドレス体系
を定義してもよいが、その場合はネットワーク１０１内の中継機構１０３が、ネットワー
クアドレスの場合と同様に情報ネットワークアドレスを参照できることが前提となる。
【００５６】
図５は、IPv4ヘッダのデータ構成図である。
【００５７】
本発明に関連するデータフィールドは例えば、SOURCE IP ADDRESS フィールド、DESTINAT
ION IP ADDRESSフィールド、IP OPTIONSフィールドである。SOURCE IP ADDRESS フィール
ドは、このヘッダをもつパケットの送信元アドレスである。DESTINATION IP ADDRESSフィ
ールドは、このヘッダをもつパケットの宛先アドレスである。IP OPTIONSフィールドは、
別に定義されたオプション機能を実現するための領域である。
【００５８】
IPv4のアドレスは３２ビットの長さを有し、図６に示されるように規定されている。
【００５９】
例えばクラスE のアドレス空間は将来使用のために予約されているが、この空間を情報ネ
ットワークアドレスに用いると２７ビットのアドレスとして使用できる。また、プライベ
ートアドレスは組織内部でのみ使用可能なローカルアドレスであるが、利用方法は組織に
まかされているので情報ネットワークアドレスとして使用できる。
【００６０】
従って、情報ネットワークアドレスの割当て方式としては、IPv4のネットワークアドレス
を、
●情報ネットワークアドレスとして再割り当てする、
●予約されている領域を割り当てる、
●新たに情報ネットワークアドレスとして領域を定義し割り当てる、
●プライベートアドレスに割り当てる、
などの方法がある。
【００６１】
プライベートアドレス以外の割当ては国際的な合意のもとに行われる必要があり、独自に
行なえるものではない。一方、プライベートアドレスは独立した組織の中でのみ有効なア
ドレスである。このため、組織内部で情報ネットワークアドレスを用いる場合は国際的な
合意を得ることなく自由なアドレス割り付けが可能である。国際的な合意を得るか否かは
本発明の技術とは独立の問題なので議論しないが、技術的に情報ネットワークアドレスの
ために既存のネットワークアドレスの一部を割り当て可能なことは明らかである。また、
他のネットワークアドレス、例えばIPv6などでも同様の手法によって情報ネットワークア
ドレスを割り当てることが可能である。
【００６２】
情報ネットワークアドレスは、IP OPTIONSフィールドを用いて定義することもできる。IP
 OPTIONSフィールドはネットワークアドレスのためのフィールドではないが、ルータなど
の中継機構１０３（図１）がパケット中継にあたって参照できる情報を格納する領域であ
る。情報ネットワークアドレスをIP OPTIONSフィールドで利用するためには、その形式を
定義し、国際的な合意を得る必要がある。
【００６３】
IPアドレスフィールドが固定長なのに対して、IP OPTIONSフィールドとしては長い領域を
利用できるので、情報ネットワークアドレスとして長いアドレスや可変長のアドレスを用
いることができる。ただし、後述する処理速度を考慮すると、一般に固定長で短いアドレ
スのほうが高速である。
【００６４】
次に、前述した利用者機構１０２内の情報ネットワークアドレス機構２０１　（図２参照
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）は、通信対象として入力された「情報」を表す文字列、画像、音その他の任意の長さで
数値化されたデータを、それに一意に対応する情報ネットワークアドレスへ変換する。
【００６５】
この機構を実現する手段は非常に多く存在する。なお、異なる情報はなるべく異なる情報
ネットワークアドレスを持つことが期待されるが、これは絶対要件ではなく、ある確率で
異なる情報が同じ情報ネットワークアドレスを持つ場合もありうる。
【００６６】
例えば、書籍に割り当てられたISBN（International Standard Book Number）は出版者の
管理で書籍に割り当てられる識別番号であるが、これをそのまま情報ネットワークアドレ
スに割り当てることで書籍の情報ネットワークアドレスを得ることができる。しかし同時
に、番号の管理は出版者にまかされており、同じ番号を使いまわす可能性があるため、全
く重複がないとはいいきれない。しかし、「情報」を探すという本来の目的からすると、
十分に実用的である。
【００６７】
このように、既に一定の方法で割り当てられた情報ネットワークアドレスは他にもあるが
、その他に情報を特徴づける任意の情報からある長さの情報ネットワークアドレスを算出
することもできる。図３の演算機構３０１は、かかる機能を提供するものである。
【００６８】
演算機構３０１は例えば、与えられた情報を表すデータからCRC （Cyclic Redundancy Ch
eck ）方式などのエラー検出コードを計算する。本来、CRC などのエラー検出コードは、
データを伝送している途中でビット化けなどのエラーが発生したかどうかを検出するため
のものであるが、異なるデータに対してエラー検出コードが異なるという性質を利用すれ
ば、情報を特徴づける任意の長さの情報から情報ネットワークアドレスとなる短い数値を
算出するために、用いることができる。
【００６９】
或いは、演算機構３０１は例えば、与えられた情報を表すデータからセキュアハッシュ関
数を用いて情報ネットワークアドレスを算出する。例えばMD5 アルゴリズム（Message Di
gest 5、RFC1321 参照）は、任意の長さの原文に対して一定の計算を行うこと１２８ビッ
トの演算結果を得る。このアルゴリズムは、異なる原文に対し同じ数値が得られる可能性
が非常に小さくなるような計算方法を定めている。このことは、異なる原文（情報を特徴
づける任意の長さの情報）が異なれば異なる数値が得られ、これをほぼ一意な情報ネット
ワークアドレスとして使用可能であることを意味する。かかるアルゴリズムは、エラー検
出コードよりも一意性の高い情報ネットワークアドレスを算出できる方法である。
【００７０】
なお、演算機構３０１による演算結果を情報ネットワークアドレスとして用いるためには
、演算結果の数値から情報ネットワークアドレスへの再変換をしなければならない場合が
ある。例えば、MD5 アルゴリズムによる演算の結果をIPv4で定義された２４ビットの情報
ネットワークアドレスで使用するためには、１２８ビットから２４ビットへの変換を行わ
なければならない。図３の調整機構３０２は、このような変換を行う機構であって、既存
の情報や演算方式から情報ネットワークアドレスを得るためには必須の機構である。調整
機構３０２は、数値データの一部を機械的に抽出したり、CRC 方式等による符号化を再度
行うことで実現できる。
【００７１】
図３は、図２の情報ネットワークアドレス機構２０１を、情報ネットワークアドレスを演
算によって算出する機構として実現した構成例である。これに対し、情報ネットワークア
ドレスを演算によって得るのでなく、情報と情報ネットワークアドレスとの対応関係を蓄
積したデータベースを設けておき、これを検索することで必要とする情報の情報ネットワ
ークアドレスを得るように情報ネットワークアドレス機構２０１を構成することも可能で
ある。
【００７２】
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具体的には、情報ネットワークアドレス機構２０１は、ネットワークアドレスのデータベ
ースとしてインターネット上で広く用いられているドメインネームシステム（DNS 、RFC1
591 参照）を用いて情報ネットワークアドレスを得るように構成することが可能である。
DNS では、ネットワーク装置のアドレス情報を複数の属性に従って定義し、参照できる。
例えば、A レコードはIPv4アドレス、AAAAレコードはIPv6アドレスを意味する。ネットワ
ーク装置はIPv4アドレスとIPv6アドレスの両方をもつことができるが、参照するときにレ
コードを指定することで必要なアドレス情報を取得できる。そこで、情報ネットワークア
ドレス機構２０１として、DNS サーバに情報や物の名称を示すレコードタイプを追加して
おき、このDNS サーバに問い合わせを行うことによって情報や物の名称に対応する情報ネ
ットワークアドレスを得ることが可能となる。
【００７３】
或いは情報ネットワークアドレス機構２０１は、ＷＷＷ（World Wide Web）検索エンジン
を利用してURL （ユニフォームリソースロケータ、RFC1738 参照）を獲得し、このURL か
ら情報ネットワークアドレスを生成するように構成することも可能である。
【００７４】
ここで類似技術として、特開平９－３２１６３３号公報に記載の「情報アドレス変換方法
、情報アドレス変換装置および情報検索システム」（以下、公知例という）が知られてい
る。ここでは、この公知例と本発明との差異について説明する。
【００７５】
公知例は、以下の特徴を有する。
【００７６】
●文字や数字や記号列からなるURL アドレス等の情報アドレスを、短い数字列に変換する
機構を有する。
【００７７】
●変換方式として圧縮符号化方式（ハフマン符号、算術符号）が用いられている。
【００７８】
●短い数字列で情報アドレスを指示することで情報検索が簡易な装置や操作で行われる。
【００７９】
本発明は情報を示す文字列から「ネットワークアドレス」を得ることを提案しており、公
知例のように「情報検索を簡易に行う」ための任意形式の「数字コード」を得る場合とは
目的、条件が異なる。
【００８０】
まず、発明の目的については、本発明が「ネットワークアドレス」として用いる「情報ネ
ットワークアドレス」を新たに導入し検索と転送の一体化を目的としているのに対し、公
知例は単に検索のみを目的としている点が大きく異なる。
【００８１】
次に「情報を示す記号列」から「短い数字」を導出する点に関して、公知例と本発明の実
施の形態の演算機構３０１及び調整機構３０２（図３）は基本的に同等の目的を持つ。し
かし、本発明では、導出された「短い数字」が「ネットワークアドレス」の一部として使
用される点が、公知例と異なる。このため本発明では、導出した「短い数字」を既存の「
ネットワークアドレス」に調整するための調整機構３０２が必須である。
【００８２】
最後に本発明と公知例とでは、アドレスを導出するための実現手段が異なる。公知例は圧
縮符号方式のみを用いるが、本発明ではエラー検出演算やセキュアハッシュ関数等の、公
知例とは全く異なる演算方式を用いるほか、データベースによる実現方式も提示しており
、両者では実現方式が異なる。
【００８３】
次に、ネットワーク内でパケット転送を実現するためには一般に、ネットワーク内の中継
機構が、経路表を保持しておき、受信したパケットの宛先ネットワークアドレスを経路表
で検索した結果に従って、そのパケットを適切なリンクに転送する。情報ネットワークア
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ドレスをもつパケットの転送においても同じような経路表（情報ネットワークアドレスに
よる経路表）が必要である。
【００８４】
そこで、本発明の実施の形態のシステムにおける中継機構１０３（図１）は、図４に示さ
れるように、従来のネットワークアドレスによる経路表４０３に加えて、情報ネットワー
クアドレスによる経路表４０４を保持する。そして、中継機構１０３内の転送指示機構４
０５は、情報アドレス検出機構４０２が検出したネットワークアドレスに基づいてネット
ワークアドレスによる経路表４０３を参照し、また、情報アドレス検出機構４０２が検出
した情報ネットワークアドレスに基づいて情報ネットワークアドレスによる経路表４０４
を参照することにより、通信機構４０１が受信したパケットを適切な経路に対応する通信
機構４０６に転送する。
【００８５】
ネットワークアドレスによる経路表４０３の構成例を図７に、また情報ネットワークアド
レスによる経路表４０４の構成例を図８に示す。
【００８６】
情報ネットワークアドレスによる経路表４０４の構成としては様々なものが考えられるが
、本質的に必要なものは以下の項目である。
【００８７】
●情報ネットワークアドレスや情報ネットワークアドレスのグループなどの「情報経路」
を指定する情報
●中継先リンクアドレス
●メトリック（距離）
●状態情報
「情報経路」は、通常のルータで用いられる経路表においては、ネットワークアドレスと
ネットワークアドレスのマスク（図７参照）で指定される「経路」に相当するものである
。中継機構１０３内の転送指示機構４０５（図４）は、受信したパケットの宛先アドレス
がこの項目で指定されるアドレスかアドレスグループの一部であるか否かを判定し、適合
すれば対応する「中継先リンクアドレス」へパケットを転送する。
【００８８】
一般に、１個の情報ネットワークアドレスに対して複数の「情報経路」が適合する場合が
あるが、この場合、「メトリック（距離）」を指標として最適な経路を選択することがで
きる。通常の経路表にも同様の機構があり（図７参照）、このメトリック値を動的に調整
して最適経路が得られる。メトリックを用いた経路制御は公知技術なので、ここでは詳述
しない。
【００８９】
情報経路の場合は、必ずしも最適経路だけに転送するのではなく、比較的メトリック値の
高い経路に転送するような処理も必要となる。これは、検索という処理がある程度冗長性
を必要とするためである。パケットを複数の経路に流す処理は、一般の中継処理において
もブロードキャストやマルチキャストなどにおいて行われることなので、ここでは詳述し
ない。
【００９０】
「状態情報」としては、その経路の状態を始めとする制御情報が格納される。例えば中継
先リンクが一時的に故障している場合、この状態情報に「故障」を設定することで、経路
を一時的に使用不能にできる。状態情報は一般の中継機構で用いられている公知技術なの
で、ここでは詳述しない。
【００９１】
次に、中継機構１０３が情報ネットワークアドレスによる経路表４０４を更新する動作に
ついて説明する。
【００９２】
従来、経路表を更新する手段として、RIP （Routing Information Protocol、RFC2453 参
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照）、BGP （Border Gateway Protocol 、RFC1771 参照）などが知られている。これらの
手段は、中継機構間で経路の変更を通知しあうことでそれぞれの経路表の内容をネットワ
ーク内で最新状態に維持する機能を提供する。
【００９３】
また、WWW 代理サーバ間でURL で識別される情報を保持しているかどうかを問い合わせ保
持している場合に情報を転送する手段として、ICP （Internet Cache Protocol 、RFC218
6/2187参照）が知られている。代理サーバは、URL で示される情報を自分が保持していな
い場合に、URL で示される最終的なホストに転送を依頼するか、別の代理サーバに該当UR
L の情報を保持しているかを問い合わせてもしある場合は情報を転送するよう依頼する。
【００９４】
情報ネットワークアドレスの経路管理においても同様の手段を採用することが可能である
。
【００９５】
一方、図９は、本発明独自の情報ネットワークアドレスによる経路表４０４の更新動作の
説明図である。
【００９６】
中継機構１０３内の通信機構４０１（図４と同じ）は、ネットワーク１０１から受信され
るパケットの情報ネットワークアドレスを検査し、一定の判定基準に従ってそのアドレス
を情報ネットワークアドレスによる経路表４０４が管理する「情報経路」に反映させる。
上記パケットに格納されている送信元アドレスが情報ネットワークアドレスである場合、
そのパケットが到着したリンク方面にはその情報ネットワークアドレスで示される情報を
保持するホスト１０４（図１）が存在すると考えられる。そこで、この送信元アドレス情
報に基づいて情報ネットワークアドレスによる経路表４０４の「情報経路」を更新するこ
とにより、ネットワーク状態の変化に自動的に対応することが可能となる。
【００９７】
このように、本発明では、中継パケットの送信元アドレスの方向（中継パケットを受信し
た方向）に「情報」を発信するホスト１０４が存在するという仮定のもとに、送信元アド
レスによる情報ネットワークアドレスによる経路表４０４の管理を行う点が新規である。
【００９８】
図１０は、中継機構１０３が行うパケット処理をまとめて示した図である。
【００９９】
ここでは、中継機構１０３は、通常の中継パケットのほかに、管理パケットも受信する。
管理パケットは、情報ネットワークアドレスによる経路表４０４を更新管理するためのパ
ケットで、中継機構１０３間で通信されるものである。
【０１００】
まず、ステップ１のパケット受信待ち処理において、中継機構１０３は、パケットがネッ
トワーク１０１から受信されるのを待ち、中継パケットが受信された場合にはステップ２
を実行し、管理パケットが受信された場合にはステップ３の情報経路処理を実行する。
【０１０１】
中継機構１０３は、ステップ２のパケット受信処理（中継パケットが受信された場合）に
おいて、宛先アドレスを検査し、そのアドレスが情報ネットワークアドレスであるならば
ステップ２－１の情報経路中継処理を実行し、そのアドレスが通常のネットワークアドレ
スであるならばステップ２－２の通常経路中継処理を実行する。
【０１０２】
中継機構１０３は、ステップ２－１の情報経路中継処理（宛先アドレスが情報ネットワー
クアドレスである場合）において、情報ネットワークアドレスによる経路表４０４（図４
）を探索し、最適な経路を決定の後、可能ならばそのパケットを決定した経路に転送する
。その後、中継機構１０３は、ステップ３の情報経路処理を実行する。
【０１０３】
中継機構１０３は、ステップ２－２の通常経路中継処理（宛先アドレスが通常のネットワ
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ークアドレスである場合）において、ネットワークアドレスによる経路表４０３（図４）
を探索し、最適な経路を決定の後、可能ならばそのパケットを決定した経路に転送する。
その後、中継機構１０３は、ステップ３の情報経路処理を実行する。
【０１０４】
中継機構１０３は、ステップ３の情報経路処理において、受信されているパケットの種別
を検査し、そのパケットが管理パケットならばステップ３－１の管理パケットによる経路
更新処理を実行し、そのパケットが中継パケットならばステップ３－２の送信元アドレス
検査処理を実行する。
【０１０５】
中継機構１０３は、ステップ３－１の管理パケットによる経路更新処理において、管理パ
ケットの指示に従い、情報ネットワークアドレスによる経路表４０４とネットワークアド
レスによる経路表４０３を更新する。その後、中継機構１０３は、ステップ１のパケット
受信待ち処理に戻る。
【０１０６】
中継機構１０３は、ステップ３－２の送信元アドレス検査処理において、中継パケットの
送信元アドレスを検査し、そのアドレスが情報ネットワークアドレスならばステップ４の
情報経路更新処理を実行し、そのアドレスが通常のネットワークアドレスならばステップ
１のパケット受信待ち処理に戻る。
【０１０７】
中継機構１０３は、ステップ４の情報経路更新処理において、中継パケットを受信したリ
ンクを向いた情報経路について、情報ネットワークアドレスによる経路表４０４を更新す
る。その後、中継機構１０３は、ステップ１のパケット受信待ち処理に戻る。
【０１０８】
以上説明した実施例のほかに、本発明は、情報ネットワークアドレスとして既存のネット
ワークアドレスを用い、このネットワークアドレスに対する既存の通信機構を用いること
により、情報ネットワークアドレス経路を設けることなく情報ネットワークアドレスによ
る通信を行うように構成することができる。
【０１０９】
また、本発明は、情報ネットワークアドレスを従来のエニーキャストアドレス（RFC1546 
参照）に割り当てることにより、既存の通信機構をそのまま利用するように構成すること
ができる。ここで、エニーキャストアドレスアドレスはユニキャストアドレスと基本的に
同じだが、あるネットワークに属するホストのうち「最も適切なホスト」を意味する。
【０１１０】
更に、本発明は、情報ネットワークアドレスを従来のマルチキャストアドレス（IPv6に関
するRFC2375 等参照）に割り当てることにより、既存の通信機構をそのまま利用するよう
に構成することができる。ここで、マルチキャストアドレスは複数のホストグループに割
り当てられるアドレスである。
【０１１１】
或いは、本発明は、情報ネットワークアドレスを従来のブロードキャストアドレスに割り
当てることにより、既存の通信機構をそのまま利用するように構成することができる。こ
こで、ブロードキャストアドレスはマルチキャストアドレスの特別な場合で、一定のネッ
トワークに属する全てのホストに向けてブロードキャストするためのアドレスである。
【０１１２】
本発明は、コンピュータによって使用されたときに、上述の本発明の実施の形態の利用者
機構又は中継機構によって実現される機能と同様の機能をコンピュータに行わせるための
コンピュータ読出し可能記録媒体として構成することもできる。この場合に、例えばフロ
ッピィディスク、ＣＤ－ＲＯＭディスク、光ディスク、リムーバブルハードディスク等の
可搬型記録媒体や、ネットワーク回線経由で、本発明の実施の形態の各機能を実現するプ
ログラムが、利用者機構や中継機構を構成するコンピュータ本体内のメモリ（ＲＡＭ又は
ハードディスク等）にロードされて、実行される。
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【発明の効果】
本発明によれば、情報とネットワークアドレスの対応を調べるという意味での検索サービ
スは不要になるという効果を有する。
【０１１４】
本発明によれば、ホストの構成や位置が変更された場合も、その変更情報はネットワーク
の経路情報として中継機構に伝えることができるので、利用者はネットワーク的に最も適
切な（距離的に近い又は接続コストの低い）ホストに接続可能である。
【０１１５】
また、情報を転送している最中に接続先ホストがダウンしたり、ネットワークが故障した
場合でも、別の接続可能で同じ情報をもつホストに接続先を切り替えて転送を続行できる
。
【０１１６】
ネットワークが転送するパケットの情報ネットワークアドレスを監視することで情報の流
れを把握し、常に最新の情報のありか（情報ネットワークアドレスをもつパケットの転送
先）を認識できるので、利用者は全く意識することなく最適なホストから情報を転送する
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態のシステムの全体構成図である。
【図２】利用者機構の構成図である。
【図３】情報ネットワークアドレス機構の構成図である。
【図４】中継機構（ルーティング機構）の構成図である。
【図５】　IPv4ヘッダの構成図である。
【図６】　IPv4アドレス割当てを示す図である。
【図７】ネットワークアドレスによる経路表の構成例を示す図である。
【図８】情報ネットワークアドレスによる経路表の構成例を示す図である。
【図９】情報ネットワークアドレスによる経路表の更新動作の説明図である。
【図１０】中継機構のパケット処理の説明図である。
【図１１】従来技術による情報の検索と転送を示す図である。
【符号の説明】
１０１　　　ネットワーク
１０２　　　利用者機構
１０３　　　中継機構
１０４　　　ホスト
２０１　　　情報ネットワークアドレス機構
２０２、４０１、４０６　　　通信機構
３０１　　　演算機構
３０２　　　調整機構
３０３　　　情報ネットワークアドレス生成機構
４０２　　　情報アドレス検出機構
４０３　　　ネットワークアドレスによる経路表
４０４　　　情報ネットワークアドレスによる経路表
４０５　　　転送指示機構
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